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のりばへの入構待機列について 
 

京都市からの連絡です。 

最近、市内各所のタクシーのりばで入構待機タクシーが散見され、渋滞の

原因となっているとの苦情が入っています。特に、土日祝日の四条河原町のり

ば（北行）は、高島屋駐車場に入構する一般車列とタクシー車両が２列で路

上待機しており、渋滞の原因になっています。同地に限らず、タクシーのりばへの路
上入構待機は厳禁ですし、のりばは路上待機して入構する場所ではありません。タクシ

ーのりばは待機台数を守り、空いてる場合のみ入構するのが大原則です。 

いまさら指摘するまでもなく、路上待機は非常に危険な行為です。駐停車違反となる

交差点や横断歩道付近などは乗車していても検挙の対象ですし、付近を通行する一般

車両にとっては邪魔者であり、警察へ通報されてもおかしくありません。 

路上での入構待機はやめるよう、皆様にお願いします。 

 

以上 


